
 

いちのみや５３０
ご み ぜ ろ

作戦実施中   №40（平成 23 年７⽉１⽇発⾏） 

資 源 の持 ち去 りは 

禁 止 で す！！ 
     

   ⼀宮市では、⽇頃より町内回収資源の回収を⾏ 
っており、皆さまにご協⼒をいただいております。 

しかしながら、近頃、回収⾞が到着する前に資 
源（特に新聞紙・雑誌類）を無断で持ち去る⾏為 
が発⽣しています。 
 

      ○一宮市及び一宮市の委託を受けた者以外の者が、  

資源化を目的として出された廃棄物を収集運搬するこ 

とは、 「一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」 

により禁止されています。 

   

 ◎資源の持ち去りの誘発を防ぐために、町内回収資源は 

回収⽇当⽇の 朝７時３０分から９時まで  

の間に出していただくようお願いいたします。 

※市では随時持ち去り監視活動を実施しています。持ち去り⾏為を⽬撃された⽅は 
環境センターまで情報をお寄せください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

◆ 飼い主の⽅へ 

⼀部の飼い主が、道路、公園その他公共の場所にペットのふん尿を放置することで、 

地域の⽅が迷惑しています。ペットを散歩に連れ出す時はふん尿を処理するための⽤ 

具を携⾏し、地域を汚さないようにしてください。 

              

 
 

◆ 飼い主のいない猫にエサを与えている⽅へ 

近所に配慮のない野良猫へのエサやりで、地域が不衛⽣となり困っているとの苦情 

が寄せられています。エサを与えている⽅は、その⾏為が周囲に与える影響について 

⾃覚を持ちましょう。エサの⾷べ残しやふん尿の始末を⼼掛け、近隣の⽅々に迷惑を 

かけないよう、責任ある⾏動をお願いします。 

  
 

◆ ⽝・猫のふん害でお困りの⽅へ 

市では「ふん害防⽌啓発⽤看板」を無料でお貸ししています。 

 

【貸出場所】 環境センター３Ｆ 清掃対策課 

⼀宮庁舎１Ｆ 市⺠課サービスコーナー 

尾⻄庁舎２Ｆ 総務管理課 

⽊曽川庁舎１F 総務管理課 

尾⻄清掃事業所・各出張所 

【サ イ ズ】 ⼤：45cm×60cm（横型）・⼩：30cm×18cm（縦型） 

 

○清掃対策課では他にもごみのポイ捨て防⽌や路上喫煙防⽌の啓発を⾏っています。 

ご不明な点等がある⽅は、清掃対策課減量グループ（45-7004）までお問い合わせください。 


